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○
農
林
水
産
省
令
第
五
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）
 

１
 
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の

基
準
 

（１）
（
略
）

（２）
飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
ヒ
 
（
略
）

フ
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
は
、
豚
、
鶏
、
う
ず
ら
、
魚
類
及
び
甲

殻
類
を
対
象
と
す
る
飼
料
（
飼
料
を
製
造
す
る
た
め
の
原
料
又
は
材
料
を

含
む
。
）
以
外
の
飼
料
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

 

（３）・
（４） 

（
略
）
 

（５）
飼
料
一
般
の
表
示
の
基
準

ア
（
略
）

イ
飼
料
（
飼
料
添
加
物
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ア）～
（エ） 

（
略
）

（オ）
（１）の

ウ
に
掲
げ
る
表
、

（１）の
キ
の

（ア）、
ケ
の

（ア）、
コ
の

（ア）及
び
ニ
の

（ア）、
（２）の

エ
か
ら
カ
ま
で
、

（２）の
キ
に
掲
げ
る
表
並
び
に

（２）の
ケ
及
び

サ
か
ら
フ
ま
で
に
対
象
と
す
る
家
畜
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
料
に
あ

つ
て
は
、
対
象
家
畜
等

（カ）～
（サ） 

（
略
）

（
注
）
 
（
略
）
 

ウ
（
略
）

２
～
６
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）
 

１
 
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の

基
準
 

（１）
（
略
）

（２）
飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
ヒ
 
（
略
）

（
新
設
）

（３）・
（４） 

（
略
）
 

（５）
飼
料
一
般
の
表
示
の
基
準

ア
（
略
）

イ
飼
料
（
飼
料
添
加
物
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ア）～
（エ） 

（
略
）

（オ）
（１）の

ウ
に
掲
げ
る
表
、

（１）の
キ
の

（ア）、
ケ
の

（ア）、
コ
の

（ア）及
び
ニ
の

（ア）、
（２）の

エ
か
ら
カ
ま
で
、

（２）の
キ
に
掲
げ
る
表
並
び
に

（２）の
ケ
及
び

サ
か
ら
ヒ
ま
で
に
対
象
と
す
る
家
畜
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
料
に
あ

つ
て
は
、
対
象
家
畜
等

（カ）～
（サ） 

（
略
）

（
注
）
 
（
略
）
 

ウ
（
略
）

２
～
６
 
（
略
）
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
飼
料
添
加
物
一
般
の
試
験
法
 

（
略
）
 

（１）～
（13） 

（
略
）
 

（14）
酵
素
力
試
験
法

①
～
⑦
 
（
略
）

⑧
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
試
験
法

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
飼
料
添
加
物
一
般
の
試
験
法
 

（
略
）
 

（１）～
（13） 

（
略
）
 

（14）
酵
素
力
試
験
法

①
～
⑦
 
（
略
）

⑧
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
試
験
法
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（
略
）
 

（ⅰ）～
（ⅳ） 

（
略
）
 

（ⅴ） 
第
５
法
 

基
質
溶
液
の
調
製
 

フ
ィ
チ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

0
.98ｇ

（
0.9

7
5～

0
.984ｇ

）
を
量
り

、
0.
25m

ol／
Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩
衝
液
（
pH5

.5）
約
80mL

を
加

え
て
溶
か
し
、
酢
酸
で
pH
を
5.5に

調
整
し
た
後
、
100mLの

全
量
フ

ラ
ス
コ
に
入
れ
、
同
緩
衝
液
を
標
線
ま
で
加
え
て
100mLと

す
る
。

反
応
停
止
発
色
液
の
調
製
 

モ
リ
ブ
デ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

20ｇ
（
1
9.5～

20.4ｇ
）
を
水

18
0m
Lに

溶
か
し
、
ア
ン
モ
ニ
ア
水
２
m
Lを

加
え
た
後
、
水
を
加
え

て
20
0mLと

し
、
モ
リ
ブ
デ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
試
液
を
調
製
す
る

。
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

0
.
47ｇ

（
0
.
465～

0.474ｇ
）
に
水

16
0m
Lを

加
え
、
水
浴
中
で
撹
拌
し
な
が
ら
約
50℃

に
加
温
し
て
溶

か
し
た
後
、
硝
酸
（
175

→
500

）
４
mL
を
加
え
、
室
温
ま
で
冷
却
し

た
後
、
水
を
加
え
て
200

mLと
し
、
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
試

液
を
調
製
す
る
。
 

モ
リ
ブ
デ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
試
液
25m

Lに
、
バ
ナ
ジ
ン
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
試
液
25m

Lを
加
え
、
よ
く
振
り
混
ぜ
、
硝
酸
（
175→

500

）
16
.5m

Lを
加
え
た
後
、
水
を
加
え
て
100

m
Lと

す
る
。
反
応
停
止

発
色
液
は
、
用
時
調
製
す
る
。

 

操
作
法
 

試
料
溶
液
は
、
各
条
で
規
定
す
る
方
法
で
調
製
す
る
。
基
質
溶
液

２
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
量
り
、
1
5
mLプ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
遠

心
沈
殿
管
に
入
れ
、
37±

0.5℃
に
加
温
し
、
５
～
10分

間
放
置
す

る
。
こ
の
基
質
溶
液
に
、
別
に
、
37±

0.5
℃
に
加
温
し
、
５
～
10

分
間
放
置
し
た
試
料
溶
液
１
mLを

全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、

37
±
0.5

℃
で
正
確
に
60分

間
放
置
す
る
。
そ
の
後
、
反
応
停
止
発

色
液
２
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
よ
く
か
き
混
ぜ
、
室

温
で
20分

間
放
置
し
、
更
に
2,5

0
0×

ｇ
で
1
0分

間
遠
心
分
離
を
行

い
、
得
ら
れ
た
上
澄
液
を
試
験
反
応
溶
液
と
す
る
。
こ
の
溶
液
に
つ

き
、
水
を
対
照
液
と
し
て
波
長

4
1
5nmに

お
け
る
吸
光
度
Ｏ
Ｄ

Ｔ
を
測

定
す
る
。
別
に
、
基
質
溶
液
２
m
L
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
量
り

（
略
）
 

（ⅰ）～
（ⅳ） 

（
略
）
 

（
新
設
）
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、
15
mLプ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
遠
心
沈
殿
管
に
入
れ
、
こ
れ
に
反
応
停
止

発
色
液
２
mLを

全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
か
き
混
ぜ
た
後
、

試
料
溶
液
１
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
よ
く
か
き
混
ぜ

、
室
温
で
20分

間
放
置
し
、
更
に
2,5

0
0×

ｇ
で
1
0分

間
遠
心
分
離

を
行
い
、
得
ら
れ
た
上
澄
液
を
試
験
対
照
溶
液
と
す
る
。
こ
の
溶
液

に
つ
き
、
水
を
対
照
液
と
し
て
波
長
4
1
5nmに

お
け
る
吸
光
度
Ｏ
Ｄ

Ｂ

を
測
定
す
る
。
 

１
ｇ
中
の
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
単
位

＝
（
𝑂
𝐷
𝑇 －

𝑂
𝐷
𝐵
）
×
𝐹
×
𝑉
×

16
0
×

1𝑊
×
𝑍

Ｆ
：
検
量
線
か
ら
求
め
た
吸
光
度
差
１
に
対
応
す
る
リ
ン
酸
イ

オ
ン
濃
度
（
µm
ol／

m
L）

Ｖ
：
試
料
溶
液
の
定
容
量
（
mL）

 

Ｗ
：
試
料
採
取
量
（
ｇ
）
 

Ｚ
：
希
釈
倍
率
 

検
量
線
の
作
成
 

10
5℃

で
２
時
間
乾
燥
さ
せ
た
後
、
デ
シ
ケ
ー
タ
ー
で
保
存
し
た

リ
ン
酸
二
水
素
カ
リ
ウ
ム

0
.098ｇ

（
0
.097

5～
0
.0984ｇ

）
を
量

り
、
0.2

5mol／
Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩
衝
液
（
p
H5.5）

を
加
え
て

溶
か
し
、
100

mLの
全
量
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
、
更
に

0.25mol／
Ｌ
酢

酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩
衝
液
（

p
H5.5）

を
標
線
ま
で
加
え
て
100mLと

し

た
後
、
pH
5.5で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

7.2
0µmo

l／
mL標

準
原
液

を
調
製
す
る
。
 

標
準
原
液
の
一
定
量
を
そ
れ
ぞ
れ
試
験
管
に
入
れ
、
0.25mol／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩
衝
液
（
p
H
5.5）

で
正
確
に
1.25倍

、
2.5倍

、
５
倍
及
び
10
倍
に
希
釈
し
、
標
準
液
Ｓ
１
、
Ｓ
２
、
Ｓ
３
及
び
Ｓ

４
を
調
製
す
る
。
 

各
標
準
液
１
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
量
り
、
15mLプ

ラ
ス

チ
ッ
ク
製
遠
心
沈
殿
管
に
入
れ
、
基
質
溶
液
２
m
L
及
び
反
応
停
止
発

色
液
２
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
よ
く
か
き
混
ぜ
、
室

温
で
20分

間
放
置
し
、
更
に
2,5

0
0×

ｇ
で
1
0分

間
遠
心
分
離
を
行

い
、
得
ら
れ
た
上
澄
液
を
リ
ン
酸
標
準
反
応
溶
液
と
す
る
。
試
験
反

応
液
と
同
様
に
操
作
法
に
従
い
、
Ｏ
Ｄ

Ｓ
１
、
Ｏ
Ｄ

Ｓ
２
、
Ｏ
Ｄ

Ｓ
３
及
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び
Ｏ
Ｄ

Ｓ
４
を
測
定
す
る
。
別
に
0
.25m

ol／
Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩

衝
液
（
pH
5.5）

１
m
Lを

全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
量
り
、
15mLプ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
遠
心
沈
殿
管
に
入
れ
、
基
質
溶
液
２
mL及

び
反
応
停

止
発
色
液
２
mL
を
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
よ
く
か
き
混
ぜ

、
室
温
で
20分

間
放
置
し
、
更
に
2,5

0
0×

ｇ
で
1
0分

間
遠
心
分
離

を
行
い
、
得
ら
れ
た
上
澄
液
を
リ
ン
酸
標
準
対
照
溶
液
と
す
る
。
試

験
反
応
液
と
同
様
に
操
作
法
に
従
い
、
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
を
測
定
す
る
。
リ
ン

酸
イ
オ
ン
濃
度
を
縦
軸
に
、
測
定
し
た
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
と
の
吸
光
度
差
（
Ｏ

Ｄ
Ｓ
１
－
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
）
、
（
Ｏ
Ｄ

Ｓ
２
－
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
）
、
（
Ｏ
Ｄ

Ｓ
３
－
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
）
及
び
（
Ｏ
Ｄ

Ｓ
４
－
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｂ
）
を
横
軸
に
と
り
、
検
量
線
を
作

成
す
る
。
 

⑨
～
⑫
 
（
略
）

（15）～
（39） 

（
略
）
 

７
 
飼
料
添
加
物
一
般
の
試
験
法
並
び
に
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製

造
方
法
等
の
基
準
に
用
い
る
標
準
品
、
試
薬
・
試
液
、
容
量
分
析
用
標
準
液

、
標
準
液
、
色
の
比
較
液
、
計
量
器
・
用
器
、
ろ
紙
、
滅
菌
法
及
び
ベ
ル
ト

ラ
ン
糖
類
定
量
表
の
規
定

（１）
（
略
）

（２）
試
薬
・
試
液

（
略
）

亜
鉛
（
標
準
試
薬
）
～
酢
酸
試
液
、
６

mol／
Ｌ
 
（
略
）

酢
酸
試
液
、
１
mol／

Ｌ
 
氷
酢
酸

12ｇ
（
1
1.5～

12.
4ｇ

）
に
水
を
加

え
て
溶
か
し
、
200m

Lと
す
る
。

 

酢
酸
試
液
、
0.
2mo

l／
Ｌ
～
0.25

m
ol／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
酸
混
液

（
pH
5.5）

 
（
略
）
 

0.
25
mol／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
緩
衝
液
（
p
H5.5）

 
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

30
.0
2ｇ

（
30.

0
15～

30.
0
24ｇ

）
に
水
約
90
0
mLを

加
え
て
溶
か
し
、

氷
酢
酸
1.
68mLを

マ
イ
ク
ロ
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
塩
化
カ
ル
シ

ウ
ム
0.14

7ｇ
（
0.1

4
65～

0.1
47
4
ｇ
）
を
加
え
、
更
に
ポ
リ
ソ
ル
ベ

ー
ト
20試

液
１
mLを

全
量
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
加
え
、
１
mol／

Ｌ
酢

酸
試
液
又
は
１
mol／

Ｌ
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
試
液
を
用
い
て

pHを
5.5

に
調
整
し
た
後
、
水
を
加
え
て

1
,0

00mLと
す
る
。
 

酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
試
液
～
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト

20 
（
略
）
 

⑨
～
⑫
 
（
略
）

（15）～
（39） 

（
略
）
 

７
 
飼
料
添
加
物
一
般
の
試
験
法
並
び
に
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製

造
方
法
等
の
基
準
に
用
い
る
標
準
品
、
試
薬
・
試
液
、
容
量
分
析
用
標
準
液

、
標
準
液
、
色
の
比
較
液
、
計
量
器
・
用
器
、
ろ
紙
、
滅
菌
法
及
び
ベ
ル
ト

ラ
ン
糖
類
定
量
表
の
規
定

（１）
（
略
）

（２）
試
薬
・
試
液

（
略
）

亜
鉛
（
標
準
試
薬
）
～
酢
酸
試
液
、
６
mol／

Ｌ
 
（
略
）

（
新
設
）

酢
酸
試
液
、
0.2

mol／
Ｌ
～
0.25mol／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
酸
混
液

（
pH5.5）

 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
試
液
～
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
20 

（
略
）
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ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
20
試
液
 
５

m
L
の
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
20に

水
を
加
え
て

溶
か
し
、
50mLと

す
る
。
 

ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
80
～
レ
ゾ
ル
シ
ン
 
（
略
）
 

（３）～
（９） 

（
略
）
 

８
 
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
等
の
基
準
 

（１）～
（

143）
 
（
略
）
 

（
14
4）

フ
ィ
タ
ー
ゼ

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
～
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（７））
 
（
略
）

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））

ア
製
造
用
原
体

（ア）
成
分
規
格

 

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
１
ｇ
中

に
5
0,
000フ

ィ
チ
ン
酸
分
解
力
単
位
以
上
を
含
む
。
 

物
理
的
・
化
学
的
性
質
 

①
本
品
は
、
褐
色
の
液
体
で
あ
る
。

②
本
品
の
懸
濁
液
（
１
→
10
0）

の
pH
は
、
4.0～

5.0で
あ

る
。

③
本
品
は
、
p
H3.5～

5
.
0に

お
い
て
最
大
の
酵
素
活
性
を

有
す
る
。

純
度
試
験
 

①
鉛
 
本
品
2
.0
ｇ
（
1
.
95～

2.
0
4ｇ

）
を
量
り
、
鉛
試
験

法
（
原
子
吸
光
光
度
法
第
１
法
）
に
よ
り
鉛
の
試
験
を
行

う
と
き
、
そ
の
量
は
、
５
µg／

ｇ
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

②
ヒ
素
 
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
製
造
用
原
体
の
純
度

試
験
②
を
準
用
す
る
。

③
抗
菌
活
性
 
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
製
造
用
原
体
の

純
度
試
験
③
を
準
用
す
る
。

強
熱
残
分
 
5
.0％

以
下
（
0.5

ｇ
）
 

酵
素
力
試
験
 
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
試
験
法
第
５
法
に
よ
り
試

験
を
行
う
。
 

試
料
溶
液
の
調
製
 
本
品

0
.25ｇ

を
有
効
数
字
３
桁
ま
で
量

り
、
そ
の
数
値
を
記
録
し
、
0.25

m
ol／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ

（
新
設
）
 

ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
80～

レ
ゾ
ル
シ
ン
 
（
略
）
 

（３）～
（９） 

（
略
）
 

８
 
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
等
の
基
準
 

（１）～
（
143）

 
（
略
）
 

（
144）

フ
ィ
タ
ー
ゼ

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
～
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（７））
 
（
略
）

（
新
設
）
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ム
緩
衝
液
（
p
H5
.5
）
を
加
え
て
2
5
mLと

す
る
。
こ
の
溶
液

を
試
験
反
応
溶
液
と
試
験
対
照
溶
液
の
吸
光
度
差
が
0.4～

1
.1
の
範
囲
に
な
る
よ
う
に
同
緩
衝
液
で
希
釈
し
、
試
料
溶

液
と
す
る
。
 

（イ）
製
造
の
方
法
の
基
準

Trichoderma reeseiに
属
す
る
菌
株
を
宿
主
と
し
た
フ
ィ

タ
ー
ゼ
生
産
組
換
え
体
を
培
養
し
、
培
養
を
終
了
し
た
後
、
培

養
液
を
ろ
過
し
、
菌
体
を
除
去
し
て
製
造
す
る
こ
と
。
 

（ウ）
保
存
の
方
法
の
基
準

遮
光
し
た
密
閉
容
器
に
保
存
す
る
こ
と
。

（エ）
表
示
の
基
準

本
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
最
大
の
酵
素
活

性
を
示
す
p
H値

（
小
数
点
以
下
第
１
位
ま
で
）
を
記
載
す
る
こ

と
。
 

イ
製
剤
（
そ
の
１
）

（ア）
成
分
規
格

 

本
品
は
、
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
を
噴

霧
乾
燥
し
、
必
要
に
応
じ
て
小
麦
粉
及
び
植
物
油
を
混
和
、
又

は
、
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
に
小
麦
粉
、

植
物
油
、
抗
酸
化
剤
及
び
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
を
加
え
、
顆
粒
化
し

た
後
、
乾
燥
さ
せ
た
小
片
、
粉
末
又
は
粒
子
で
あ
る
。
 

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
表
示
フ

ィ
チ
ン
酸
分
解
力
単
位
の

8
5～

1
70％

を
含
む
。
 

酵
素
力
試
験
 
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
試
験
法
第
５
法
に
よ
り
試

験
を
行
う
。
 

試
料
溶
液
の
調
製
 
本
品

0
.5ｇ

を
有
効
数
字
３
桁
ま
で
量
り

、
そ
の
数
値
を
記
録
し
、

0.25mo
l／

Ｌ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

緩
衝
液
（
p
H5
.
5）

を
加
え
、
室
温
で
2
0
分
間
撹
拌
し
た
後

、
同
緩
衝
液
を
加
え
て
5
0mLと

す
る
。
こ
の
溶
液
を
試
験

反
応
溶
液
と
試
験
対
照
溶
液
の
吸
光
度
差
が

0.4～
1.1の

範
囲
に
な
る
よ
う
に
同
緩
衝
液
で
希
釈
し
、
試
料
溶
液
と

す
る
。
 

（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

別紙１



- 8 -

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
の
保
存
の
方
法

の
基
準
を
準
用
す
る
。
 

（ウ）
表
示
の
基
準

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準

を
準
用
す
る
。
 

ウ
製
剤
（
そ
の
２
 
液
状
）

（ア）
成
分
規
格

 

本
品
は
、
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
に
、

安
息
香
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ク
エ
ン
酸
三
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ソ
ル
ビ

ト
ー
ル
及
び
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え
、
精
製
水
で
希
釈
し
た

水
溶
性
液
状
物
で
あ
る
。
 

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
表
示
フ

ィ
チ
ン
酸
分
解
力
単
位
の

8
5～

1
70％

を
含
む
。
 

酵
素
力
試
験
 
フ
ィ
チ
ン
酸
分
解
力
試
験
法
第
５
法
に
よ
り
試

験
を
行
う
。
 

試
料
溶
液
の
調
製
 
フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用

原
体
の
酵
素
力
試
験
を
準
用
す
る
。
 

（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
の
保
存
の
方
法

の
基
準
を
準
用
す
る
。
 

（ウ）
表
示
の
基
準

フ
ィ
タ
ー
ゼ
（
そ
の
２
の

（８））
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準

を
準
用
す
る
。
 

（
14
5）

～
（
1
66）

 
（
略
）
 

（
145）

～
（
166）

 
（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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